
第１章 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定にあたって 

 

１．計画策定の背景と趣旨 

 

（１）策定の背景 

近年、わが国では、少子化、高齢化が急速に進行しており、平成 67 年(2055

年)には、2.5 人に１人が 65 歳以上になると見込まれています。また、核家族

化の進展とともに、子どもや孫との同居を強く望む高齢者が減っているとい

った意識の変化などから、高齢者の一人暮らしが大幅に増加しています。 

また、1990 年代半ば以降、非正規雇用者は年々増加し、現在では、働いて

いる人の３人に１人が非正規雇用となっています。特に若年層の非正規雇用

は、その不安定さと雇用形態の違いによる所得格差が大きな問題となってお

り、さらに、将来の不確実性による非婚化が少子化の大きな要因にもなって

いることが指摘されています。 

高齢者や若年層の単身化に伴う「世帯の縮小」によって、家族間の支えあ

いの力が弱まっています。また、集合住宅など居住形態の変化やライフスタ

イルの多様化の中で、近所付き合いを負担に感じる人が増えるなど、地域で

のつながりが希薄になり、助け合いの力や機能が弱まっています。 

こうした中で、若者の不登校や引きこもりの増加による生きづらさの問題、

独居高齢者の孤独死や高齢者虐待、児童虐待など発見の困難な問題が表面化

してきました。誰もが困難な状況に陥る可能性がある今、生活不安を抱えて

いる世帯への支援や、全ての人を受け止めるセーフティネットの構築などが

大きな課題となっており、このような流れは、本市でも同様の傾向が見られ

ます。 

これまでは、高齢者や障害のある人、子育て支援、健康づくりなどの分野

別に計画を策定し、公的な保健福祉サービスの充実を図ってきましたが、多

様化・複雑化する問題に対して、分野別の制度の限界とともに、地域での支

えあいや助け合いの重要性が認識されるようになり、福祉のまちづくりをベ

ースにした、分野を超えた横断的な仕組みが求められています。 

本市では、平成 11 年(1999 年)に非営利公益市民活動促進条例（ＮＰＯ条例）

を制定し、多くのＮＰＯやボランティアなどの市民活動が活発に行われてい

ます。このような市民活動と地域コミュニティとが連携した新たな形のコミ

ュニティづくりの取り組みも期待できますが、そうした取り組みにまでは至

っていないのが現状です。また、新市街地での新たなコミュニティの醸成と、

既成市街地の地域コミュニティとの交流促進といった課題もあります。 
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（２）策定の趣旨 

これまでの「福祉」は、ややもすると、行政から限られた社会的弱者に対

するサービスという形をとってきました。しかし、これからは、日々の暮ら

しの場である地域社会で、多様な人々の多様な生活課題に地域全体で取り組

む仕組みとして捉え直し、地域住民一人ひとりが、多様な生活課題に目を向

け、自発的、積極的に取り組んで行くことが求められています。 

「地域福祉」とは、住民と地域活動関係者、また、専門職1、事業者や行政

が、それぞれの得意分野を生かして役割分担をするとともに、相互に補完し、

協力することにより、高齢者から子どもまで、障害のある人もない人も、誰

もが住み慣れた地域の中で、互いに支えあいながら、その人らしく、安心し

て暮らせる地域コミュニティをつくっていく取り組みです。 

本市では、第五次箕面市総合計画で示された将来都市像「ひとが元気 ま

ちが元気 やまが元気～みんなでつくる『箕面のあした』～」にある“ひと

が元気”の実現に向け、人と人、人と地域をつなぐ仕組みづくりを進めるた

め、「地域福祉計画」を策定します。また、社会福祉協議会においては、第２

次地域イキイキプラン（平成 17 年度(2005 年度)～平成 21 年度(2009 年度))

の計画目標「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を引き継ぎ、「地域

福祉活動計画」を策定することとします。 

 

２．計画の位置づけ 

 

地域福祉計画は、地域福祉を推進するため、社会福祉法第 107 条の規定で定

められている事項を具体化し、地域における福祉施策を総合的に推進していく

ための計画です。 

第五次箕面市総合計画を上位計画とし、箕面市高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画、箕面市障害者市民の長期計画～みのお‘Ｎ’プラン～、箕面市新

子どもプラン（次世代育成支援対策行動計画（後期計画））、健康みのお 21 など

の保健・福祉関連の分野別計画に関して、地域福祉の視点から各計画に共通す

る理念や施策の方向性などを明らかにし、教育、就労、人権、雇用、まちづく

りなど幅広い他の分野別計画とも連携を図っていきます。 

地域福祉活動計画は、地域福祉を推進する団体として社会福祉法に位置づけ

られている社会福祉協議会が呼びかけて、住民やボランティア、ＮＰＯなどの

関係団体、事業者などとともに取り組んでいく方向性や具体的な取り組みをま

とめた行動計画（アクションプラン）です。 

                         
1 社会福祉協議会の地区担当職員、地域包括支援センターの主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士や

市の保健師、在宅ケアセンターのケースワーカー、その他相談機関の相談員など各専門機関の職員を指す。

以下同じ。 
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地域福祉推進のための基盤や体制をつくる地域福祉計画と、それを実行する

ための、活動・行動計画である地域福祉活動計画は、車の両輪のように、一体

となって策定されることにより、各主体の役割や協働が明確になり、実効性の

ある計画づくりが可能となるため、両者で整合を図り、連携しつつ、一体的に

策定しました。 

 

【参考】社会福祉法より抜粋 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関

する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」と

いう。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的と

する事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。  

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内

において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体

であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会

福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定

都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を

経営する者の過半数が参加するものとする。 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成  

４ 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 

【参考】地域福祉活動計画策定指針（全国社会福祉協議会）より抜粋 

第１章 地域福祉活動計画策定の考え方 

２ 地域福祉活動計画とは何か 

○ 地域福祉活動計画とは、社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉

に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互

協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画であり、その内容は、

福祉ニーズが現れる地域社会において、福祉課題の解決をめざして、住民や民間団体の行

う諸々の解決活動と必要な資源の造成・配分活動などを組織だって行うことを目的として

体系的かつ年度ごとにとりまとめた取り決めである。 
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■計画の位置づけ 
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※箕面市社会福祉協議会発展強化計画は、社会福祉協議会が地域福祉活動計画で掲げ

た実践を住民、関係団体と協働で推進する役割を果たすため、人の育成、体制づく

り、財源の確保といった組織としての基盤強化を図る計画です。 
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３．計画の期間 

 

地域福祉計画の計画期間は、平成 23 年度(2011 年度)から平成 32 年度(2020

年度)までの 10 年間とし、地域福祉活動計画の計画期間は、平成 23 年度(2011

年度)から平成 27 年度(2015 年度)までの５年間とします。なお、計画期間には、

社会福祉協議会が先行的・モデル的に取り組んでいる平成 23 年度(2011 年度)

を、試行期間として含みます。 

計画の評価・検証を定期的に行い、社会情勢の変化、地域の実情などを踏ま

え、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

基本法

支援法

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

箕面市高齢者保健福祉計画
・介護保険事業計画

箕面市新こどもプラン
（次世代育成支援対策行動
計画（後期計画））

箕面市社会福祉協議会
発展強化計画

計画期間（年度）
計画

箕面市

社会福祉協議会

健康みのお21

箕面市地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

箕面市障害者
市民の長期計画

第五次箕面市総合計画

箕面市地域福祉計画

基本構想（H23～H32）

前期基本計画（H23～H27） 後期基本計画（H28～H32）

H28～H32

第4期計画
（H21～H23）

第5期計画
（H24～H26）

第6期計画
（H27～H29）

第7期計画
（H30～H32）

基本計画（H16～H25）

第2期計画 第3期計画

H15～H24

H22～H26

H23～H27

H23～H32

H23～H27
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４．計画の策定体制 

 

地域福祉計画の策定にあたっては、本市の附属機関である「箕面市保健医療

福祉総合審議会」に、学識経験者、関係各課職員、社会福祉協議会職員による

「地域福祉計画部会」を設置し、策定作業を進めました。 

また、地域福祉活動計画の策定にあたっては、学識経験者、関係団体による

「策定委員会」と、社会福祉協議会職員による「ワーキングチーム」を設置し、

策定作業を進めました。 

また、両計画の連携・整合を図るため、各小学校区別の地域検討会や活動団

体、事業所等へのヒアリングなどを本市と社会福祉協議会が協働で行いました。 

 

 内 容 

地域福祉計画部会 本市の附属機関である「箕面市保健医療福祉総合審議会」に、

学識経験者、関係各課職員、社会福祉協議会職員による地域

福祉計画部会を設置しました。 

地域福祉活動計画策定

委員会 

学識経験者、関係団体等から選出された委員による策定委員

会を設置しました。 

地域福祉活動計画 

ワーキングチーム 

社会福祉協議会各部署の職員によるワーキングチームを設置

し、策定作業を進めました。 

 

校区別地域検討会 地域の現状や課題を把握するため、13の小学校区ごとに、住

民主体による地域検討会を各校区２回、全26回開催しました。

テーマ別地域検討会 地域住民が主体となって、地域福祉にかかる課題を発見し、解

決する仕組みを構築するにあたって直面している３つの行政

課題について、地域住民と行政が協働で検討会を開催しまし

た。 

活動団体・事業所等 

へのヒアリング 

高齢、障害、児童、外国人、ボランティア・市民活動の各分

野における 20 の活動団体や事業所等に対し、日々の業務・活

動の中で感じている地域との関わりや課題についてヒアリン

グを行いました。 

地域福祉シンポジウム 計画策定にあたり、計画策定の意義役割を感じてもらうため、

平成22年１月にシンポジウムを開催し、104人の参加がありま

した。 

パブリックコメント 

（意見公募）の実施 

地域住民の意見を幅広く取り入れるため、平成24年２月から３

月にかけてパブリックコメント（意見公募）を実施しました。 
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■計画の策定体制 

 

箕面市保健医療福祉総合審議会 

地域福祉計画部会 社会福祉協議会ワーキングチーム

地域福祉活動計画策定委員会

素案提出 意見 素案提出 意見 

活動団体・ テーマ別 
事業所等への地域検討会
ヒアリング 

地域福祉 校区別 

シンポジウム 地域検討会 

  市民の参加・意見集約
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５．計画の圏域 

 

私たちが日常生活で地域を考えるとき、思い浮かぶ地域は、隣近所から市全

域までさまざまです。地域福祉を進めていくうえで、どの取り組みをどの地域

エリア（＝圏域）で展開していくか、その設定は非常に重要です。 

本計画では、地域福祉を推進する基本圏域を、社会福祉協議会の地区福祉会2を

はじめ、多くの地域住民組織の活動単位となっている小学校区とします。 

地縁的、又は血縁的なつながりだけで課題が解決できない場合は、その課題

の内容によって、小学校区単位で活動する青少年を守る会やＰＴＡ等の団体と

連携して取り組んだり、より専門的な課題については、中学校区や、介護保険

サービスを含む高齢者保健福祉施策による各サービスの提供単位である生活圏

域、さらに市内全域の各単位で活動する団体や専門機関とも連携して取り組ん

でいきます。各圏域が重層的につながり、多くの団体と課題の共有、対応策の

検討を行うことで、実情に応じた企画、調整を行っていきます。 

地域福祉活動の推進を図るためには、地域住民がそれぞれの状況に応じてそ

の意欲や能力を生かし、積極的に参加できるようになることが重要です。身近

な小学校区を活動基盤として、さまざまな団体の活動とつながる仕組みづくり

をめざします。 

 

■主な圏域と活動主体 

 市、社会福祉協議会、 

当事者団体、ＮＰＯ、事業者 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

地区福祉会、青少年を守る会、ＰＴＡ

コミュニティセンター管理運営委員会

 

民生委員・児童委員、自治会 
本人 

こども会、老人クラブ 

                         
2 小学校区に設置している社会福祉協議会の基本的構成組織。小地域での福祉活動の推進を目的に、社会

福祉協議会事業の実践組織として地域のニーズに応じた活動を行っている。地区福祉会の中心的な活動と

して、要援護者一人ひとりを対象に、保健・福祉・医療の関係者と住民が協働して見守り・援助活動を行

う「小地域ネットワーク活動」がある。 
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第２章 地域福祉を進めるうえでの課題 

 

地域福祉の推進にあたっては、それぞれの地域で暮らす住民の生活や地域活

動の実態を把握し、地域で抱えている課題を抽出することが第一に必要です。 

 本章では、地域福祉計画・地域福祉活動計画策定の過程で取り組んできた「校

区別地域検討会」、「活動団体・事業者等へのヒアリング」、「地域福祉活動計画

策定委員会」及び「テーマ別地域検討会」の結果から浮き彫りとなった課題を

分析し、どのような取り組みや仕組みが必要とされているかを検証します。 

 

 

１．地域福祉の現場での課題 

 

（１）校区別地域検討会から出てきた課題 …資料編 P.103 参照 

本市と社会福祉協議会との協働により、小学校区単位で校区別地域検討会

「みんなで描く支えあいのまち」（以下、校区別検討会）を開催しました。平

成 22 年(2010 年)２月から７月までの間、市内 13 小学校区で２回ずつ、計 26

回開催し、参加人数は延べ 703 名でした。 

校区別検討会は、参加者によるワークショップ方式で行われ、第１回、第

２回それぞれ以下のテーマについて話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回テーマ「私やあなたができること」 

 第１回の検討会時に出された重点課題への取り組みについて「私や地域でで

きそうなこと」「市や社会福祉協議会にお願いしたいこと」に分けて出し合い、

最後に「こんな街にしたい」との思いをタイトルとしてグループごとに発表し

ました。 

第１回テーマ「私たちの地域を語ろう」 

 参加者を３～６グループに分け、グループごとに「地域の良いところ」と「地

域の課題、困りごと」を出し合った後、その中から重点課題を３つ選びました。

各小学校区において、第１回の検討会で重点課題に選ばれた項目を整理す

ると、各地域に共通する課題として次の項目が浮かび上がってきました。 

 9



子どもの居場所がない
障害のある人との

接点がない 

地域でのつながりの 

希薄化 
（無関心、参加意識の欠如） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活動団体・事業者等へのヒアリングから出てきた課題 …資料編 P.190 参照 

計画の策定にあたり、高齢、障害、児童、外国人支援、ボランティア・市

民活動の各分野で活動する以下の活動団体・事業者等に対し、メンバーや団

体が抱えている課題や地域との関わり・連携などについて、本市と社会福祉

協議会が協働でヒアリングを行いました。 

 

≪ヒアリング実施団体≫ 【市】…箕面市 

高齢分野 

【市】健康福祉部高齢福祉課（保健師） 箕面市老人介護者の会 

地域包括支援センター（４カ所） びわの会（箕面認知症家族会） 

箕面市居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所連絡会 

障害分野 

箕面市肢体不自由児者父母の会 ライフタイムミント 

箕面手をつなぐ親の会 ウィズ 

みのお会（箕面市精神障害者家族会） パオみのお 

箕面市身体障害者福祉会 

障
害
者
相
談

支
援
事
業
者 箕面市社会福祉協議会在宅ケアセンター

生活マナーの欠如 
（ゴミ、犬、路上駐車、 

自転車など） 

生活環境の整備 

（交通、公共施設、病院など）

緊急時、災害時の対応 

制度で対応できない

・サービス不足 
（ゴミ出し、買い物、送迎等）

困りごとが見えない 

（ニーズ把握） 

情報がうまく 

伝わらない・情報格差

福祉への関心が低い 

地域活動の担い手不足

推進体制 
（担い手の固定化、高齢化） 

高齢者の閉じこもり・

孤立 
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児童分野 

【市】子ども部子育て支援センター 【市】子ども部子ども家庭相談課 

【市】健康福祉部健康増進課（保健師） 箕面市母子寡婦福祉会 

外国人支援分野 

財団法人箕面市国際交流協会 

ボランティア・市民活動分野 

みのお市民活動センター 箕面市社協ボランティアグループ連絡会 

 

 

活動団体・事業者等へのヒアリング（以下、ヒアリング）の結果を集約す

ると、各分野に共通する課題として次の項目が浮かび上がってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供が不十分
（必要な情報が必要な人に

伝わっていない） 

障害のある人の 

親亡き後の支援 

対応する制度が

ない狭間の人へ

の支援 

災害時、緊急時の 

対応 

ボランティア、ＮＰＯ

のリーダー育成 

相談につながって

こない人への取組 

制度の縦割り  
（世帯全体へのマネジメント

ができていない） 

ボランティア 

活動への評価 
活動資金、財源 

地域での参加、 

交流の場が少ない

（当事者との接点）
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（３）地域福祉活動計画策定委員会から出てきた課題  

地域福祉活動計画策定委員会（以下、策定委員会）では、校区別検討会や

ヒアリングで抽出された課題を検証する一方、委員自らが現場で活動する地

域福祉の担い手でもあることから、校区別検討会と同様のグループワークを

通して、策定委員会の中で２回にわたり地域の課題とその解決に向けて必要

な取り組みを検討しました。 

 グループワークの中で出てきた課題を整理すると、特に重点的な課題とし

て次の項目が浮かび上がってきました。 

 

地域のつながりの希薄化 

●近隣のコミュニケーション不足

●新旧住民の関係 

地域での一体感に欠ける 

元気な 

高齢者づくり 

人材不足 

●既存団体、グループへの加入者の減少

●地域活動への負担が大きい 

福祉施設と 

地域のつながり 

情報、ネットワーク不足 

●つながるきっかけがない、情報不足 

●既存の団体の連携不足 

住民の意識 

●プライバシー保護 

必要な情報が得られない 

  ●支援が必要な人を特別視する
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２．テーマ別地域検討会での課題整理 

 

 計画の策定にあたっては、校区別検討会やヒアリングと並行して、行政が認

識している地域の課題について次のとおり３つのテーマを設定し、各テーマに

関わりの深い地域住民や事業者、本市職員、社会福祉協議会職員が集まって課

題解決の方向性を検討する「テーマ別地域検討会」（以下、テーマ別検討会）を

実施しました。 

 

 

テーマ１ 災害時要援護者支援の仕組みづくり …資料編 P.150 参照 

テーマ２ 地域ケアの仕組みづくり …資料編 P.161 参照 

テーマ３ 住民参加と協働 ～新たな公共づくり～ …資料編 P.175 参照 

 

 

 

（１）災害時要援護者支援の仕組みづくりにおける課題 

平成 18 年度(2006 年度)から本市が実施している災害時要援護者登録制度3

から３つの問題点を抽出し、その解決にむけた方向性について検討を行いま

した。 

 

①登録情報の共有の仕組みづくり 

主な意見

など 

・ 個々の地域団体で個人情報を管理することには不安がある 

・ 民生委員・児童委員に限らず地域全体で支える体制を構築す

べきである 

・ 福祉専門職とも情報を共有できる体制が必要である 

方 向 性 ○民生委員児童委員協議会や地区福祉会、自治会、自主防災組織

などの地域団体を構成メンバーとする支援組織を校区ごとに

設置し、登録情報を当該支援組織に提供すること 

○介護保険事業者や地域包括支援センターの長などに対しても

登録情報を提供すること 

 

                         
3 重度の障害のある方や要介護認定を受けられている高齢者等、災害発生時に本人又は家族等のみでは避

難が困難な方に対し、「災害時要援護者」として申請に基づいて登録を行い、災害発生時の安否確認をはじ

め、避難所への避難支援等を行う制度。 
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②災害時要援護者の定義及び定義に基づく登録基準の見直し 

主な意見

など 

・ 災害時要援護者を適切に定義することは難しい 

・ 災害時にはどんな人でも要援護者になりうるため、介護認定

の区分や障害者手帳の等級で登録基準を決めるのは難しい 

方 向 性 ○登録基準を見直して対象者を絞り込むのではなく、必要な人が

漏れなく登録できる制度にすべきである 

③災害時要援護者の特性に応じた支援方法の確立 

主な意見

など 

・ 災害時要援護者の支援方法を細かく整理するべきである 

・ 災害時に生命に危機を及ぼす可能性がある登録者などについ

ては、優先的に支援できるよう分類するのがよい 

・ 支援を行う際には、福祉専門職と連携する必要がある 

方 向 性 ○登録者を安否確認のみ、避難支援など各々に必要な支援方法別

に分類し、その特性に応じた支援方法を具体的に検討すること

○災害時に生命に危機を及ぼす可能性があるなど特に優先的に

支援すべきケースなどに対して支援の優先基準を設けること 

 

これらの方向性を推進するための今後の課題としては、次のようなことが

考えられます。 

 

支援班単位での避難訓練、図上訓練や

研修会など「日常活動としての防災プ

ログラム」の策定と継続的な実施 

登録者を含めた一人ひとりに

よる「隣近所との関係づくり」

 

行政、社協などの関係団体、

住民がともに行う「要援護者

支援制度の課題検証」 

情報提供についてのルールづくりや

災害時のマニュアル・基準づくりなど

を通じた、行政による地域防災活動へ

の継続的な支援 

支援者だけでなく、登録者本人の訓

練などへの参加による「登録者と支

援者との信頼関係の構築」 
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（２）地域ケアの仕組みづくりにおける課題 

誰もが地域でその人らしく安心して暮らせるまちづくりを進めるため、地

域住民・行政・専門機関が協働して制度の狭間となる課題を解決するための

仕組みづくりについて検討を行いました。 

まず、第１回及び第２回検討会で高齢・障害・子ども各分野の専門機関か

らそれぞれ提供された実際の事例を検討し、それらの事例から現状の課題を

抽出しました。 

 

事例１ 発達障害のある児童の課題を通じて発見した

世帯全体の課題へのアプローチ 

・自ら相談に来ない（来られない）人への対応が難

しい 

・世帯単位で支援する時に、各分野の専門職の関わ

り方が難しい 

・制度対応が困難な事例は、担当者で問題を抱え込

みがちになる 

・地域住民は課題を把握してもどこに伝えてよいの

かわからない 

 

事例２ 精神障害・自閉症の障害

を持つ本人と高齢家族へ

の支援 

・家族で課題を抱え込み、限界に

ならないと支援に結びつかない

・親亡き後の支援をどうするか 

・複数制度を利用した支援のため

に関係機関の連携が必要である

事例３ 認知症、判断能力低下傾

向にあるため訪問販売

被害に遭う独居高齢者 

・本人や家族からのＳＯＳ発信

がない 

・介護認定の区分や経済面から

施設への入所が難しい 

・特定の世話役によって生活が

維持されており、全面的に依

存している 
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（３）住民参加と協働 ～新たな公共づくり～ における課題 

地域福祉活動をはじめとする種々の市民活動の視点から地域の現状をふま

えつつ、「住民参加と協働」の今後のあり方について検討を行いました。具体

的には、地域住民自らが地域の現状と向き合い、地域の課題を抽出し、課題

解決を図る仕組みについて研究・検討することを目的としました。 

 はじめに、地域コミュニティの醸成や市民活動を促進するうえでの障壁に

ついて議論したところ、以下のようなテーマが課題として挙げられました。 

 

課 題 

プライバシー 地域の自主的な見守り活動を行ううえで支障とな

る 

地域団体等で活動する

メンバーの固定化と 

負担感の増大 

活動のマンネリ化、魅力不足を引き起こし、新し

い住民の参加意欲を減退させている 

コーディネーターの 

不在 

課題を把握しても解決への働きかけが弱い、把握

した課題を役員交代でうまく引き継げない、適す

る人材がいても個々の能力や善意に依存している

地域の範囲と核の 

曖昧さ 

昔は地域の主体といえば自治会という共通の認識

があったが、現在では小学校区単位における団体

の活動が活発化したことで、地域の主体や地域の

範囲について住民間の認識の共通化が図れず、曖

昧になっている 

ＮＰＯや趣味・学習 

サークルとの連携 

目的が明確で、メンバーの関心を通じて組織がま

とまっているＮＰＯやサークルと連携して地域活

動の活性化を図ることが重要である 

地域人材（著名人）の

活用や同窓会のススメ 

著名人が地域に関わることや、退職期を迎え地域

に戻ってくる人に同窓会などで声をかけること

で、地域住民の地域活動への参加を促進すること

が必要である 

住民・団体間の 

意識の差 

団体のメンバー間に協力意識の差がある、同じ地

域内の団体間でコミュニケーションが不足してい

る 
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３．全体から見えてきた課題と、課題解決のために必要な取り組み 

 

校区別検討会、ヒアリング、策定委員会、テーマ別検討会から出てきた課

題を総括的に整理すると、大きく分けて以下の４つの傾向に分類されました。 

 

 

①地域のつながり ～ご近所同士の交流から地域のネットワーク拡充へ～ 

校区別検討会やヒアリング、策定委員会の中では、「地域のつながり」をキ

ーワードに高齢、障害、子どもなどさまざまな分野から意見が出ました。 

また、平成 22 年(2010 年)に 75 歳以上の独居もしくは高齢者のみの世帯を

対象に実施した「箕面市独居高齢者等実態把握調査」によると、日常生活で

困りごとを抱える一方4、ご近所との関わりを持たない人も増えている5という

結果が出ています。 

地域住民の孤立化や地域のつながりの希薄化が進んでおり、またそのこと

に関連して緊急時・災害時の対応や支援体制が十分整っていないという課題

が提起されました。 

これらの課題を解決するには、緊急時・災害時にも地域で支えあうことが

できるよう、日頃からご近所で顔の見える関係をつくり、地域のつながりを

再構築するための取り組みが必要です。 

 

②地域全体で支える仕組み ～地域と専門職、制度を超えた専門職同士の連

携による課題の発見・共有・支援～ 

「地域のつながり」と並行して挙げられた課題の中には、課題を抱えた人

の困りごと・ニーズの把握が不十分であることや、相談・支援につながりに

くいこと、また制度やサービスでカバーできない事例への対応についての指

摘が目立ちました。 

困りごと・ニーズの把握が不十分であるという課題の解決に向けては、地

域で課題を発見し、早期段階で支援やサービスにつなげる仕組みが必要です。 

 

                         
4 「日常生活の中で困っていることはありますか？」という問い（問 12）に対して、「外出のときの交通

手段」18.2％、「家の掃除や洗濯」15.3％、「買い物」14.9％、「官公庁等への手続き」14.2％他という回答

となっています。 
5 地域の行事やサークル活動に「あまり参加していない」「まったく参加していない」人は合わせて 66.1％

（問 15）、また、近隣との付き合いは「会えば挨拶する程度」が 49.7％、「ほとんど付き合いはない」が

9.6％（問 16）で、この割合は年齢階層の上昇に伴い増加するという結果が出ています。 
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③人づくり、組織づくり ～地域活動の活性化～ 

地区福祉会や自治会など地域で活動する立場からは、活動の担い手や団体

間の連携、地域住民の意識に関する課題が多く挙げられ、また、ボランティ

アグループやＮＰＯの人づくり、組織づくりに関する課題も見えてきました。 

地域団体やボランティアグループ、ＮＰＯの活動を活性化するためには、

団体の活動を地域住民に広く知ってもらい、また、団体同士の連携によって

お互いに刺激を与え合うことで、団体の魅力を前面に出すことが必要です。 

 

④生活環境の整備 

 校区別検討会では、前述の課題の他にも、日々の暮らしに関係の深い生活

環境の整備についてさまざまな課題が挙げられました。 

これらの多様な課題を解決するために、地域での清掃活動や注意喚起の看

板の設置、講習会など住民のマナー意識の向上を図る啓発活動、警察へのパ

トロール要請など、地域で身近に始められることは、地域のつながり、支え

あいを強くすることで解決を図ることが期待できます。また、交通インフラ

や道路の整備などハード面については、他の計画や施策と連携して整備する

ことが必要です。 
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第３章 計画の基本理念と基本目標 

 

１．計画の基本理念 

 

誰もが互いに支えあい、安心して暮らせるつながりのあるまちづくり

 

第五次箕面市総合計画（平成 23 年度(2011 年度)～平成 32 年度(2020 年度)）

の基本方向を受け、人と地域が主人公として、人と人、人と地域をつなぐ仕組

みづくりを進めながら、いつまでも安全・安心で支えあって暮らし続けること

のできる、地域づくり・人づくりをめざします。 

 

誰もが ・・・ 

地域を構成するのは、多種多様な人たちです。 

この計画において対象となるのは、年齢や性別、国

籍、職業、趣味、嗜好などに関わらず、地域を構成

するすべての人です。 

   

互いに支えあい ・・・ 

孤立することなく、依存するのでもなく、住民それ

ぞれが、それぞれを尊重し合いながら、お互い大切

な存在であると認め合う関係を築きます。 

   

安心して 

暮らせる 
・・・ 

すべての人が、不安感を抱くことなく、健やかに自

分らしい生活を営むことのできる地域をめざしま

す。 

   

つながりのある

まちづくり 
・・・ 

住民が気軽に声を掛け合えるような結びつきの深

い、住民同士のきずなの強い地域づくりを進めます。
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２．計画の基本目標 

 

計画の基本理念を実現するために、３つの基本目標を定めます。 

また、箕面市におけるさまざまな地域課題が浮かび上がってきた中で、基本

的な目標を掲げ、課題解決に向けて実現・達成すべき方針として、11 の施策と

28 の取り組みの方向性を示します。 

 

 

施策 

（３）地域防災力の向上 

（２）支えあい活動の推進 

（１）つながりの再構築 

１.みんながつながり支えあう地域づくり 

基本目標 

（３）権利擁護の推進 

（２）多様なニーズを受け止め支援する相談機能の整備 

（１）情報が届き伝わる仕組みづくり 

２.福祉課題の発見の仕組みと相談体制の整備

（１）地域をつなぐコーディネート機能の強化 

（２）地域活動団体への支援 

（３）福祉をテーマにした学びの機会の充実 

（４）福祉でまちづくりの推進 

（５）地域福祉の財源づくり 

３.地域福祉を推進する人づくり、組織づくり
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３．施策・取り組みの方向性 

 

基本目標を達成するための施策・取り組みの方向性を以下にまとめました。 

地域福祉の推進について、最も主体となるのは地域に暮らす住民です。しか

し、住民がそのすべてを行うことには限界があり、また、行政だけの施策で取

り組むものでもなく、地域で活動するさまざまな主体が、それぞれの得意分野

を生かしながら、協働して取り組む必要があります。 

 

地域福祉の実施主体 

【市 民】 地域住民、地域団体（地区福祉会、民生委員・児童委員、自治会

等）、テーマ型団体（ＮＰＯ、ボランティアグループ） 

地域福祉の推進主体として、一人ひとりの住民が、地域福祉をわが事とし

て考えることで、地域に関心を持ち、お互いに支えあいつながり合うコミュ

ニティをつくります。地域で活動する団体は、行政や専門機関、事業者など

と連携し協力し合うことで、地域の課題解決に向けて取り組みます。 

 

【事業者】 福祉サービス提供事業者（社会福祉法人、ＮＰＯ、企業等）、 

      一般企業 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とした、公共性の極めて

高い非営利の民間法人として、ＮＰＯも、非営利での社会貢献活動や公益活

動を行う公共性の高い市民団体として、地域に密着した社会貢献、福祉支援

もその役割の一つと考えられます。また、地域に基盤を置く民間企業も、地

域貢献の一貫として、地域福祉活動やまちづくりでの支援が期待されます。 

 

【社 協】 箕面市社会福祉協議会 

地域福祉の推進に向けて中核的な役割を果たす団体であり、民間の調整機

関として、市民、事業者など多くの主体が地域福祉活動に関わるような働き

かけとともに、それぞれの活動や連携を支援します。また、地域福祉に係る

課題解決が円滑に推進されるよう仲介役を担い、公民協働による取り組みの

中心を担います。 

 

【行 政】 箕面市 

地域福祉をともに推進していくために、地域福祉活動への支援や基盤整備

などを行います。また本市のさまざまな施策を地域福祉の視点で再確認し、

地域の取り組みと連動することで、制度の狭間をつくらない、漏れのないセ

ーフティネットを構築し、地域課題の解決を図ります。 
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基本目標１ みんながつながり支えあう地域づくり 

 

(１)つながりの再構築 

自治会やこども会、老人クラブなど地域団体へ加入する人が減り、地域社

会とのつながりを持たずに生活している人が増えており、地域活動に参加す

る住民との二極化が進んでいます。 

災害時の対応や孤独死、虐待など深刻な社会問題が起きるなか、地域での

つながりはますます重要となっています。誰もが地域に関心を持てるきっか

けや、身近に交流できる場所・機会をつくり、個人と個人、個人と地域が気

軽につながることのできる取り組みを進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①誰もが地域に関心を持てるきっかけづくりを

進めます 
○  ○ ○ 

②地域における交流の場をつくります ○  ○ ○ 

 

 

（２）支えあい活動の推進 

社会福祉協議会及び地区福祉会が実施している小地域ネットワーク活動は、

地域の要援護者が安心して生活するための、地域住民の参加と協力による支

えあい・助け合いの活動です。 

地域における生活課題が多様化、複雑化する中で、より多くの住民、専門

職の活動への参加が求められています。お互い気にかけあうことができる身

近なご近所レベルでの取り組みや当事者同士、福祉施設、企業などさまざま

な形のネットワークをつくり支えあい活動を進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①小地域ネットワーク活動の充実・強化を図り

ます 
○  ○  

②同じ課題を持つ人同士の仲間づくりを推進し

ます 
○ ○ ○  

③地域と多様な関係機関との連携を進めます ○ ○ ○ ○ 
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（３）地域防災力の向上 

地震や風水害などの自然災害は、いつ襲ってくるかわかりません。また、

東日本大震災のような大きな災害が起こった場合、行政だけではすべてに対

応することはできません。 

地域住民一人ひとりが災害に備えることはもちろんのこと、日頃から地域

の人と顔を合わせ、つながりを持っておくことが、いざというときに地域の

力となって、災害時要援護者を始め、地域住民の命を守ることができるので

す。 

小学校区ごとの「地区防災委員会」の活動などに参加することをきっかけ

として、地域でのつながりづくりを進めていきます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①災害時要援護者への支援体制づくりを進めま

す 
○ ○ ○ ○ 

②地域ごとの防災プログラムづくりを進めます ○  ○ ○ 
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基本目標２ 福祉課題の発見の仕組みと相談体制の整備 

 

（１）情報が届き伝わる仕組みづくり 

福祉サービスや生活支援が必要な状態であっても適切な支援の情報が伝わ

らず、問題が重度化、複雑化してしまっている現状があります。早い段階か

ら相談や支援につなげていけるよう、必要な人に情報が届き、自己選択、自

己決定ができるような周知の仕組みが必要となっています。 

わかりやすい情報提供とともに、圏域ごとの情報集約、発信機能の強化、

本人自身がＳＯＳを出しやすい地域づくりの取り組みを進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①伝わる、理解しやすい情報を提供します ○ ○ ○ ○ 

②ＳＯＳを出しやすい取り組みを推進します ○  ○ ○ 

③圏域ごとの情報集約、発信機能を強化します ○ ○ ○ ○ 

 

 

（２）多様なニーズを受け止め支援する相談機能の整備 

困ったことの解決といったこれまでの支援の考え方から、自分らしい生活

を可能とするための支援が求められています。価値観が多様化するなかで、

生活様式や家族形態は多種多様です。そうした多様なニーズを受け止め支援

につなげるには、制度やサービスにとらわれず総合的に対応できる相談機能

が求められています。各種相談窓口の総合相談機能の強化や早い段階でニー

ズを把握する重層的な支援ネットワークづくりを進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①総合マネジメント機能の構築を図ります  ○ ○ ○ 

②重層的な支援ネットワークをつくります ○ ○ ○ ○ 

③新たなニーズに対応するサービス開発を図り

ます 
○ ○ ○ ○ 
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（３）権利擁護の推進 

介護保険法や障害者自立支援法により、行政が福祉サービスの提供主体と

なってきたこれまでの措置制度から、利用者とサービス提供者との契約へと

大きく転換しました。自己選択、自己決定に基づく福祉サービスの利用とな

って、利用者を守る仕組みの必要性が高まっています。日常生活自立支援事

業や成年後見制度、苦情解決制度、第三者評価制度などの利用者保護の制度

がつくられてきましたが、制度の認知度の低さや使いづらさから、利用がま

だまだ進んでいないのが現状です。また、虐待や本人の権利を侵害する事件

も潜在的には増加している可能性があり、早期発見・対応の仕組みとともに

予防の取り組みが必要です。 

必要な人が必要な制度を利用しやすくすることで、地域で誰もが安心して

暮らし続けられる権利を守る制度の普及、充実を図ります。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①成年後見制度、日常生活自立支援事業の普

及・充実を図ります 
 ○ ○ ○ 

②苦情解決と第三者評価制度の取り組みを推進

します 
 ○ ○ ○ 

③虐待防止のネットワークづくりを推進します ○ ○ ○ ○ 
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基本目標３ 地域福祉を推進する人づくり、組織づくり 

 

（１）地域をつなぐコーディネート機能の強化 

地域福祉の推進には、住民による主体的な活動と、行政や民間の多様な主

体が協働しながらそれぞれの役割を果たしていくことが大切です。そのため

には、地域の中で発見された課題やニーズの窓口となって、専門機関への橋

渡しをする調整役が不可欠であり、社会福祉協議会の地区担当職員がその役

割を担います。 

また、地域住民や関係団体が連携し、身近な見守り活動など福祉のネット

ワーク形成を図ります。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①地区担当職員を充実・強化します   ○ ○ 

②地域のコーディネーターとなる住民ボランテ

ィアを育成します 
○ 

 
○ ○ 

 

 

（２）地域活動団体への支援 

地域福祉の推進には、自治会、地区福祉会、老人クラブ、こども会といっ

た地域の活動団体の取り組みが重要です。しかしながら、各団体は、役員の

固定化、高齢化、担い手不足による負担の増加など、活動を継続していくこ

とで精一杯の状況にあります。新たな担い手の参加を促す組織運営の見直し

や関係機関との役割分担、連携が必要となっています。そのための継続した

活動支援、リーダー育成といった取り組みを行います。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①地域団体の活動を支援します（自治会、地区

福祉会等) 
 ○ ○ ○ 

②組織運営を担うリーダーづくりを進めます ○  ○ ○ 

③地域内の各種団体のネットワークづくりを推

進します 
○  ○ ○ 

④ボランティア、ＮＰＯと地域団体との連携を

強化します 
○  ○ ○ 
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（３）福祉をテーマにした学びの機会の充実 

福祉は生活の暮らしづらさを解決する取り組みであり、全ての住民に関係

する共通のテーマですが、福祉という言葉を聞いても、自分とは関係ない、

福祉に関わっている人は特別な人との意識もまだまだ根強い現状がありま

す。 

福祉は特別なものといった認識を持たせない学びの場が必要であり、子ど

ものときから学校教育や身近な地域の中で福祉について学ぶ機会を増やし、

福祉の裾野を広げる取り組みを進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①学校と連携した福祉教育を推進します ○  ○ ○ 

②地域での福祉教育を推進します ○ ○ ○ ○ 

 

 

（４）福祉でまちづくりの推進 

今回の計画策定にあたり、地域の現状や課題を把握するために開催した校

区別地域検討会は、地域住民が集い、みんなで地域の課題について話し合う

ことによって顔の見える関係づくりができ、非常に有意義な取り組みとなり

ました。 

このような集いの場として、地区福祉会が主催する小地域ネットワーク会

議に、地域で活動する団体もメンバーとして参加し、地域のさまざまなテー

マについて話し合っていくことで、地域の課題を地域で協力して解決できる

ようなまちづくりを進めます。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①小地域ネットワーク地域拡大会議の実施を進

めます 
○  ○  

②（仮称）校区別住民福祉活動計画6の策定を支

援します 
  ○  

                         
6 地域独自の課題を地域全体で継続的に取り組んでいくための計画。 
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（５）地域福祉の財源づくり 

地域福祉活動や市民公益活動の実施団体・グループ、市民が自らその活動

資金の確保に努めることは不可欠ですが、非営利の活動であるため、新しい

活動の立ち上げ時の資金調達や、運営を持続させていくための資金の安定的

確保には、大変な困難が伴います。 

補助金・助成金制度とその条件に合う団体とを組み合わせる調整機能の充

実や既存制度の見直しによる効果的な助成金制度づくりを行うとともに、住

民一人ひとりが活動を資金面で支援するといった寄附文化の醸成を図り、地

域福祉活動の財源づくりを推進します。 

 

実施主体 
取り組み一覧 

市民 事業者 社協 行政

①寄附文化づくりを進めます ○ ○ ○ ○ 

②評価の仕組みと使いやすい補助金・助成金制

度づくりを進めます 
○  ○ ○ 
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４．計画実現に向けた基盤づくり 

 

計画の基本理念である「誰もが互いに支えあい、安心して暮らせるつながり

のあるまち」を実現するために、３つの基本目標ごとに定めた施策・取り組み

を進めていく際の基盤となる総合的、横断的な仕組みを構築し、「日常からのつ

ながり、支えあい」の意識を高め、実践していきます。 

地域の中でお互いに顔の見える関係を築く場づくりと、全市的なセーフティ

ネットの構築、その両者を機能させる調整役、推進役の強化を進めます。 

 

 

（１）地域課題を話し合う場づくり 

社会福祉協議会の小地域ネットワーク活動推進事業の一つとして、地区福

祉会だけでなく、地域住民や地域で活動するさまざまな団体が参加し、地域

の福祉課題を話し合えるような場づくりを進めます。 

さまざまな団体や住民が地区福祉会の集まりに参加し、地域コミュニティ

の中で、地域に見え隠れする課題を共有し、解決策を検討していきます。 

その場づくりの進め方は、それぞれの小学校区の地域特性に合ったものと

なりますが、話し合いの場を継続することによって、個人と個人、個人と団

体、団体と団体の結びつきが生まれ、そのネットワークを通じて課題解決へ

の糸口を見出していきます。 

 

＜個別課題を話し合う場との連携＞ 

課題共有の場が機能することによって、個別課題への支援にも活動の幅を

広げていきます。 

地域の中で困りごとを抱えている人を見出したときに、専門機関に連絡す

るだけでなく、小地域ネットワーク会議に専門職も参加する中で、課題解決

のためにそれぞれの団体や個人でできることを出し合い、専門機関と連携し

ながら地域で支援する体制を検討していきます。 
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（２）地域福祉のセーフティネットの構築 

誰もが安心して暮らしていくためには、地区福祉会の小地域ネットワーク

活動や自治会、隣近所といった身近な見守り活動を通して、生活課題を抱え

た本人・家族を発見し、社会福祉協議会が窓口となって、早い段階でケアに

結びつけていくことが大切です。 

しかし、さまざまな生活課題には、高齢者、障害者、子どもなどの属性を

越える、あるいはまたがるものや、介護保険サービスや福祉サービスなどの

制度ではカバーできない「制度の狭間」にある課題もあります。 

各制度の専門職が連携して個別のケアプログラムを検討するとともに、専

門機関だけでは対応できない部分については、地域での日常的な見守りや生

活支援など、住民との協働によって支えていくシステムをつくります。 

また、個人個人の支援にとどまらず、個別の事例を集約し、関係機関等へ

報告することによって今後の取り組みに生かしていくとともに、市の施策と

して事業化できるかどうか検討を行います。 

既存のシステムだけでは解決困難な課題を解決するシステムとして、全市

的なセーフティネットを整備することで、制度の狭間に陥りがたい体制をつ

くっていきます。 

 

 

（３）地区担当職員の強化 

社会福祉協議会の地区担当職員は、地域住民や地域で活動するさまざまな

団体へ声かけをして地域課題を話し合う場への参加を促し、地域のつながり

づくりを進めます。 

地域課題を話し合う場や普段の見守り活動の中から、支援が必要な人を発

見した場合は、適切な専門機関へとつなぐための窓口となります。また、個

別の支援計画の作成や情報共有のため、各専門機関が連携できるよう、専門

職による総合相談の仕組みをつくります。 

さらに、制度の狭間となっている人を地域の支えあい活動で支援するよう

地域に働きかけたり、新しいニーズに対応するサービスの開発や、公的制度・

専門機関への橋渡し、小地域ネットワーク活動のサポートなど、地域に根づ

いた活動を実践していきます。 
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■地域福祉を取り巻く現状と課題 

 

 「第２章 地域福祉を進めるうえでの課題」で、全体から見えてきた課題の

うち、２つは下図のように表されます。 

 これらの課題を解決するための取り組みの基盤として、地域福祉のセーフテ

ィネットを構築します。 

市 社協

ご近所レベル 
での見守り活動
を広げていく 

課題 
１ 「適切

個別の福

子育て 
支援センター 

地域包括
支援センター

相談支援
事業所 

在宅ケア 
センター 

制度や専門機関の狭間で 
解決できない問題がある 

サービスや専門機関
のコーディネート機能
を整備する 

顔の見え

地区福祉会

？ 

民生委員 

・児童委員 

？ 課題 
２ 

？ ？ 

ネッ 動 

ＮＰＯ

小
学
校
区 

 

小地域 
トワーク活
適切な相談先が 
       分からない・・・ 

 

な相談

・高
・Ｂち
・Ｃさ
・Ｄさ
・Ｅさ

祉課題を発見できる 

る関係の人たち 
先の必要な福祉課題」が潜在化してしまっている 

齢のＡさんは息子と同居だが、息子も病気がちで心配 
ゃんは発達障害があるのに、母親が支援を受けようとしない 
んは、娘の引きこもりで悩んでいて、最近はうつ気味 
んは災害時に自力で避難できない 
んが近所の人に、息子にいつも殴られると話している …など

顔の見える関係にない人たち 
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■地域福祉のセーフティネットのイメージ図 
 

●専門職による総合相談の仕組み  

地域包括 

支援センター

子育て支援

センター 

 

民生

・児童

地

在宅ケア 

センター 

 

●対応困難だった課題に対して、新たな施策の検討 

報告 
・ 
提言 

●計画の推進と進行管理  

行政 

 

小
学
校
区 
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委員

委員

区

●計画の進行状況の確認→次年度の取り組みに反映

●個別課題への対応・取り組み内容の検証 
相談支援

ＮＰＯ 

 

 

福

●複数サービスの連携により個別の支援計画を作成

→定期的なチェック 

●専門機関同士の情報共有 
社協
社会福祉協議会 

 

●個別課題の窓口となる 

事業所 

自

●対応が困難な課題の抽出 地区担当職員 

ご近所 

 

社協
地区担当職員 

連絡調整

員 

 祉会 

（例）防災 

連絡調整 

 

テーマを核にした
コミセン運営委員会

ＰＴＡ 青少年を守る会

治会 

話し合いの場 

報 
個別課題の情

個別課題の情報
●専門機関のコーディネートを行う
地区福祉会の
集まりに地域で
活動するさまざ
まな団体が参加
社協
地区担当職
地域の集まりに
地区担当職員
が参加する 



第４章 地域福祉の推進に向けた重点的な取り組み 

 

地域福祉の推進には、住民の自主的・主体的な地域福祉活動の推進が必要不

可欠です。そして、この地域福祉活動をより一層推進していくため、行政及び

社会福祉協議会が重点的に取り組む項目を基本目標ごとに次のように定めます。 

 

基本目標 
行政の 

重点的な取り組み 

社会福祉協議会の 

重点的な取り組み 

みんながつながり 

支えあう地域づくり 

(1)地域防災力の向上と連携 

した人づくり 

 

(2)地域活動に参加する 

きっかけづくり 

ご近所レベルでの支えあい

活動の推進 

福祉課題の発見の仕組み

と相談体制の整備 

(1)各専門機関の連携強化 

 

(2)権利擁護の推進 

地域課題を話し合う場づくり

と重層的な支援ネットワーク

づくり 

地域福祉を推進する 

人づくり、組織づくり 

(1)社会福祉協議会への支援 

 

(2)地域活動を支える情報発信

(1)福祉をテーマにした学び

の機会の充実 

 

(2)地域福祉の担い手の育成
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目標１  みんながつながり支えあう地域づくり  

 

行政の重点的な取り組み 

（１）地域防災力の向上と連携した人づくり 

東日本大震災の発生以来、多くの人の防災意識が高まっています。広域的

に壊滅的な被害を受けながらも、毎年の防災訓練や、災害時要援護者の把握

など、日頃からの取り組みが被害を抑えた事例もあるように、個々の備えの

みならず、地域をあげての防災の取り組みが重要です。 

 

○これまで地域活動に参加したことのない人にも関心の高いテーマとして、

地域の防災訓練などへの参加を促します。 

○防災の取り組みを核とする小さな地域コミュニティ「防災となり組7」の結

成を支援します。 

○地域コミュニティと小学校区単位で活動している団体で構成され、その校

区の防災の中核として活動する「地区防災委員会」の設置を進め、隣近所

や地域の人と顔の見える関係を築くことによって、災害時要援護者を地域

で把握するなど、地域全体で支援を行える仕組みをつくります。 

 

 

（２）地域活動に参加するきっかけづくり 

地域の課題として、地域福祉活動の担い手不足や男性のボランティアが少

ないことなどがあげられていますが、団塊の世代が退職し多くの人々が地域

の活動に参加していく可能性があります。また、活動を継続してもらうため

に、一過性の単なるお手伝いではなく、参加したことで充実感や達成感が得

られるような関わり方の工夫も必要です。 

 

○働いている人や団塊の世代などが、その知識・経験を生かして積極的に地

域活動の担い手となれるよう、社会福祉協議会や市民活動センター等と連

携して、活動参加へのきっかけづくりや参加機会の充実に取り組みます。 

                         
7 既存の地域コミュニティに属していない世帯を主な対象に呼びかけていく「災害時の安否

確認」をメインにした数軒の集まり。 
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目標２  福祉課題の発見の仕組みと相談体制の整備

 

（１）専門機関同士の連携強化 

高齢者の家族、障害者や子どもなど、すべての住民の生活課題が複合的に絡

み合った事例や、既存の保健・福祉サービスの利用だけでは解決困難な、制度

の狭間にある課題を解決するシステムとして、全市的なセーフティネットを整

備していきます。 

 

○個別の課題を解決するために、各専門機関が最大の支援をすることはもち

ろんのこと、他の制度についての知識も持ち、適切な連携が図れるよう、

専門職の資質向上に取り組みます。 

○定型的な専門サービスだけでは対応困難な部分については、地域での日常

的な見守りや生活支援など、地域住民と協働して解決を図ります。 

○専門機関同士の連携・調整のためのネットワーク会議を開催し、サービス

調整を行うとともに、個別の事例を集約し、関係機関等へ報告することに

よって今後の取り組みに生かしていきます。 

 

（２）権利擁護の推進 

認知症や知的障害、精神障害などがあって福祉サービス等を利用する上で

判断能力が十分でない人に対して、福祉サービスの利用に関する助言や制度

の周知などに努め、サービス利用者の権利擁護を推進していきます。 

また、児童・高齢者・障害者等への虐待防止に関する市民へのさらなる啓

発と周知を図り、地域が一体となって虐待防止ネットワークづくりへの取り

組みを推進します。 

 

○成年後見制度、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業を周知します。 

○身寄りがないなどの理由で成年後見制度の後見等の審判の申し立てができ

ない人については、市長が本人に代わって審判の申し立てを行うとともに、

経済的な理由で利用が困難な人には負担の軽減措置を行います。 

○利用者からの相談・苦情を迅速かつ適切に解決するための仕組みや保健福

祉サービス提供時に発生した事故等への適切な対応の仕組みとして構築し

ている苦情解決システムを運営し、サービスの質の確保・向上を図ります。
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目標３  地域福祉を推進する人づくり、組織づくり

 

（１）社会福祉協議会への支援 

地域福祉のセーフティネットは、隣近所から小学校区単位での支えあい活

動、そして、実情に応じてより専門的な支援を行う中学校区や生活圏域、さ

らに、市内全域までが重層的につながる仕組みです。各層を有機的に結びつ

け、適切な支援を行う役割を担う社会福祉協議会を支援していきます。 

 

○社会福祉協議会の地区担当職員が、地域や専門機関により深く関わってい

けるよう支援します。 

○社会福祉協議会の地域福祉活動を推進するため、地域での支えあい活動の

力となるボランティアを育成し、必要なところに結びつけるボランティア

コーディネーターの配置について支援します。 

○専門職の資質向上のための機会提供を行います。 

 

（２）地域活動を支える情報発信 

地域福祉活動や市民公益活動の実施団体・グループ、市民が、新しい活動

を立ち上げる際の資金調達や、運営を持続させていくための資金の安定的確

保ができるように、財政的な支援をしていきます。 

また、地域福祉についての関心や理解を深め、活動への参加を促す情報提

供が必要です。 

 

○団体・グループが「自立性」を保ちながら活動を促進するための財政的な

支援として、民間の助成金制度や、地域福祉の財源となる共同募金や民間

基金（ファンド）などの情報を収集し、発信します。 

○本市の広報紙やホームページ、各種パンフレットやリーフレット等のさま

ざまな情報媒体を活用し、団体の活動・行事などに関する情報提供を行い

ます。 
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＊社会福祉協議会の具体的な取り組みは、「地域福祉のアクションプラン（地域

福祉活動計画）」を参照。 

 

目標１  みんながつながり支えあう地域づくり

 

○ ご近所レベルでの支えあい活動の推進 

地区福祉会を通じて推進してきた小地域ネットワーク活動を、よりご近所

レベルでの支えあい活動となるよう取り組みます。 

歩いていける範囲で顔の見える関係をつくることで問題の潜在化を防ぎ、

早い段階での問題解決につなげていきます。 

 

 

 目標２  福祉課題の発見の仕組みと相談体制の整備 

 

○ 地域課題を話し合う場づくりと重層的な支援ネットワークづくり 

地区担当職員のコーディネート機能を強化し、小学校区単位で地域課題を

話し合う場づくりを行うとともに、地域住民と関係機関、団体をつなぎます。

また、その中で明らかになった制度の狭間となる問題に対し、チームによる

解決や施策化を検討し、問題を抱え込ませず顕在化させます。 

 

 

目標３  地域福祉を推進する人づくり・組織づくり

 

社会福祉協議会の重点的な取り組み 

（１）福祉をテーマにした学びの機会の充実 

福祉が身近なものとなるよう学校や地域の中で福祉について学ぶ機会を増

やします。また、学んだ人を活動につなげる仕組みづくりや、コーディネー

ト機能の強化を図ります。 

 

（２）地域福祉の担い手の育成 

地域の中でのコーディネート役や組織運営を担う人材の育成に取り組みま

す。地区福祉会の役員への研修やボランティア部会の機能強化を図ります。 

現在の担い手への取り組みと合わせ、働きながら参加できる運営体制など

次世代の担い手が参加しやすい入り口や役割づくりの取り組みも進めます。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１．計画の推進体制の整備 

 

地域のさまざまな福祉課題を解決していくためには、行政だけではなく、地

域、社会福祉協議会、社会福祉事業者やＮＰＯなど、地域福祉の推進に関わる

各主体が、それぞれの役割を認識し、連携を取りながら、協働で推進していく

ことが必要です。 

地域福祉計画の推進にあたっては、福祉分野だけでなく、人権、市民活動、

子ども、市民安全など本市の関係各課が横の連携を図ることが重要であり、そ

れぞれが所管する計画に基づいて実施する事業の進捗状況の確認、情報共有、

調整などを行いながら、計画の推進を図ります。 

地域福祉活動計画の推進にあたっては、地域や社会福祉事業者、ＮＰＯ・ボ

ランティアグループなどへの呼びかけを行い、話し合いの場を広げていく中で、

さらに具体化を図っていきます。 

また、地区福祉会など各種団体の活動の中で明らかになった課題を集約し、

計画の見直しをするとともに、地域福祉計画とも連携して総合調整を行います。 

 

 

２．計画内容の広報・啓発 

 

地域で暮らす住民は、地域福祉の担い手にも、また受け手にもなります。地

域福祉の推進にあたっては、住民や地域団体が、地域福祉活動に主体的に取り

組むこと、また、支援が必要となったときにはＳＯＳを発信できることが重要

となってきます。 

地域福祉の理解を広げるためには、本計画の内容の周知・啓発は大切であり、

さまざまな媒体や機会を活用して情報発信を行っていきます。本市や社会福祉

協議会の広報紙、ホームページへの掲載、公共施設への冊子の配置のほか、地

域住民のみなさんが参加するイベントでの啓発も検討していきます。 
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３．計画の進行管理 

 

地域福祉計画・地域福祉活動計画の進行管理については、行政と社会福祉協

議会が協働で行う仕組みとして、関係団体及び本市の関係各課職員、地域福祉

活動計画策定委員などを構成メンバーとした「（仮称）地域福祉推進委員会」を

設置し、取り組みの達成度などについて毎年度評価、検証していきます。 

また、その結果を、地域福祉計画については「箕面市保健医療福祉総合審議

会」に、地域福祉活動計画については社会福祉協議会理事会に報告し、計画の

進行状況を定期的に点検、評価するとともに、必要に応じて市民の意向等を把

握しながら、施策の検討・調整を行います。 

 

 

■進行管理の仕組み 

 

【地域福祉計画】 【地域福祉活動計画】

箕面市保健医療福祉総合審議会 社会福祉協議会理事会・評議員会

（仮称）地域福祉推進 

結果反映 課題集約

委員会 報告 報告

 
社会福祉
事業者 

ＮＰＯ 
ボランティア

地 域 

各種団体 地区福祉会
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